
③認知症に関する施策  
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認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジ工クト  

開発の促進から、医療・介護  究   認知症に関する研  
包  

閉篭渚詰責鮎嘉畳まで、認知症に関する  
舛添大臣の指示により設置  

平成20年7月に報告書とりまとめ  

メンバー  

●  

●  

岩坪 威 教授（脳神経医学）  

朝田 隆 教授（精神神経科）  

中島 健一 教授  

東京大学  

筑波大学  

日本社会事業大学  
認知症介護研究一研修センター   永田 久美子 主幹  

国立長寿医療センター  遠藤 英俊 部長  
技術総括審議官、医政局長、社会1援護局長、障害保健福祉部長  
老健局長［事務局長］  
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今後の認知症対策の全体像  

今後の認知症対策は、早期の確定診断を出発点とした適切な対応を促進することを基本方針とし、具体的な対策とし  
て、①実態の把握、②研究開発の促進、③早期診断の推進と適切な医療の提供、④適切なケアの普及及び本人・家  
族支援、⑤若年性認知症対策を積極的に推進する。  

適切なケアの普及  

本人・家族支援  
実態把握  研究開発  医療対策  若年性認知症  

＞正確な認知症患者数や、  
認知症に関わる医療・介護  

サービス利用等の実態は  

不明  

＞幅広い分野にわたり研究  

課題を設定しており、重点  
化が不足  

＞専門医療を提供する医師  

や医療機関が不十分  

＞BPSDの適切な治療が行  
われていない  

＞重篤な身体疾患の治療が   

円滑でない  

＞認知症ケアの質の施設・事業所間  

格差  
＞医療との連携を含めた地域ケア  

が不十分  
＞地域全体で認知症の人や家族を  

支えることが必要  
＞認知症の人やその家族に対する  

相談体制が不十分  

＞若年性認知症に対する国  

民の理解不足  

＞「医療」・「福祉」イ就労」  

の連携が不十分  

現
状
と
課
題
 
 

＞医学的に診断された認知  

症の有病率の早急な調査  

＞要介護認定で使用されて  

いる「認知症高齢者の日常  

生活自立度」の見直し  

＞各ステージ（①発症予防対  

策、②診断技術向上、③治  

療方法開発、④発症後対  
応）毎の視点を明確にした  

研究開発の促進  

＞早期診断の促進  

＞BPSD急性期の適切な医  

療の提供  

＞身体合併症に対する適切  

な対応  

＞認知症ケア標準化・高度化  

＞医療との連携を含めた地域ケ  

ア体制の強化  
＞誰もが自らの問題と認識し、  

・認知症に関する理解の普及  
・認知症の人やその家族に対   

する相談支援体制の充実  

＞若年性認知症に関する  
「相談」から「医療」・「福  

祉」・「就労」の総合的な  

支援   

▼‾－  －こ遷こナ門二空⊂こ－￥耳ニュニデ㌻ ■  r ‾  tニ■■⊂ 壬－■▼＿票iこ「ビ貰ゝ照  一  「一iL ご‾鯛＝7t■こ耐  



認知症疾患医療センター運営事業  認知症疾患医療センター  

設置場所；身体的一般検査、画  

像診断、神経心理学的検査等の  
総合的評価が可能な総合病院等  

に設置  

設置数；全国（都道府県・指定  

都市）に約150ケ所設置予定  

△貞．：専門医やサポート医等の  

専門医療を行える医師、看護師、  

精神保健福祉士、臨床心理技術  
者等  

平成21年度予算516，825千円（前年度比327，750千円増）  

総合病院  精神科病院  

BPSD等への  
対応施設  
紹介  

合併症への対応施設  

認知症疾患医療センター  彪脱藩／と  

医療連携協議会  

顔の見える連携体制の構築  

研修会の実施  

診断・合併症対応技術の向上  

二／ター  

普及告発  
各種媒体による認知症にかかる  

情報及びセンターの周知  

一般相談  
認知症に関する住民からの相談  
に対応  

専働綴好  

詳細な鑑別診断  

適切な治療方針決定  

急性精神症状への対応  

身体合併症への対応  

H21新規  

専門相談  

圏Ⅰ或内の資源を活用し  

きめ細かく対応  

介護との連携   

連携担当  
者の配置  

連携担当  
者の配置  

連携担当者の配置による地土或  

包括支援センターとの連携  

（施設）  

（居宅）  
BPSDにより  サポート医  

専門医療が必要な  

認知症疾患  物忘れ外来  精神科外来  

内科医等のいわゆる「かかりつけ医」  
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医療から介護への切れ目のないサービスを提供  
■＝＝…＝＝＝＝……■t■t………■＝＝……‥＝＝……■＝＝＝……＝■＝＝＝…‥＝…………＝＝……■＝‥■■■■■■■■‥‥＝－■■■■■＝■■＝………＝＝＝＝…………－……‥‥■■■＝……＝……－＝＝＝■＝■＝■■■＝■  

…認知症疾患医療センターの「連携担当者」と地域包括支援センターの「認知症連携担当者」が連携し、切れ目のない  
≡医療と介護のサービスを提供するとともに、地域ケアに対する専門的な支援を実施  

ヽ
●
●
●
－
■
■
－
■
■
－
■
■
′
 
 

関係機関とのネットワーク（相談・支援体制）  
（認知症疾患医療センターの設置市域）  

●●  

●  ●   

認知症疾患医療センタ  
（全国150カ所）  

地域包括支援センター  
専門医療へのつなぎ  

情報提供  ○認知症専門医療の提供  
・鑑別診断  

・周辺症状の急性期対応  
・身体合併症対応  

・かかりつけ医との連携  

○連携担当者（pざW等）を配置  
・患者・家族↑の介護サービス情   

報の提供、相談への対応  

・医療情報の提供等、介護サービ   
スとの連携  

・介護認定相談  

・介護へのつなぎ  

・情報提供（定期的（毎週））  
【業務内容】  

・認知症疾患医療センターとの相談・連絡  

t 権利擁護の専門家等との相談・連絡  

・他の地域包括支援センターヘの専門的な認知   

症ケア相談、定期的な巡回相談、具体的な援助   

等  （専門医療の利用）  

（連携）  専門的アドバイス  
巡回相談  

専門医療の紹介  

等  

・認知症ケア相談  

・専門医療相談  
・権利擁護相談  

等  （相談・援助）  

本人・家族など   

市内の他の地域包括支援センター  

（連携）  



認知症に関する専門医  
専門医名称   学会名称   人数   広告可能   

認知症専門医   日本認知症学会   48人  

（H21．5現在）＊1  

認知症臨床専門医   日本精神科病院協会  0人  
（H21．5現在）＊1  

認知症を領域の一部としている主な専門医   

老年病専門医   日本老年医学会   1，528人  
（H20．7現在）＊2   

○   

日本老年精神医学会認定  797人  

専門医   
（H21．5現在）＊1  

精神科専門医   日本精神神経学会  0人  

（過渡的措置中）＊2  

神経内科専門医   日本神経学会   4，336人  
（H20．7現在）＊2   

○   

＊1学会、協会調べ（H21．5現在）  40  
＊2 日本専門医制評価・認定機構調べ（H20．7現在）   



認知症地域医療支援事業  

○実施主体：都道府県、脂定都市  

○事業内容  

）認知症サポート   

■認知症にかかる地域医療体制構築の中核的な  

役割を担う「認知症サポート医」の養成  

※国立長寿医療センターに委託して実施。  

平成17－20年度で871名のサポート医を養成  

（2）かかりつけ医認知症対応力向上研修事業   

1認知症サポート医が都道府県医師会等と連携し  

て地域のかかりつけ医に対し、認知症に関する  

知識■技術や、本人や家族支援のための地域  
資源との連携等について研修を行う。  
※平成18年度 6，927人、平成19年度 7，672人が研修を修了   



平成20年診療報酬改定における認知症に係る医療の評価  
1．鑑別診断につなげるための評価  

④診療情報提供料（Ⅰ）の加算の創設   

BOO9 診療情報提供料（Ⅰ）250点  
注9 認知症患者紹介加算（1回につき）100点   

2．周辺症状に対する手厚い医療への評価  

④A314老人性認知症疾患治療病棟入院料1  
→認知症病棟入院料1  

イ 90日以内1，300点→1，330点  
口 91日以上1，190点→1，180点  

④A314老人性認知症疾患治療病棟入院料2 
→認知症病棟入院料2  

イ 90日以内1，060点一→1，070点  

ロ 91日以上1，030点→1．020点   

3．身体合併症に対する手厚い医療への評価  

＠）精神科身体合併症管理加其の創設   

A㌶0－3精神科身体合併症管理加算（1日につき）   

・精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、認知症病棟入院料；300点   
■精神病棟入院基本料（10：1、15：1）、特定機能病院入院基本料（精神病棟）；200点  

④BOOl－6肺血栓塞栓症予防管理料の算定要件の拡大  
42   



平成21年度介護幸関刈り改定の概要（認知症対策）  

O「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」報告を踏まえ、認知症高齢者等やその家族  
が住み慣れた地域での生活を継続できるようにするとともに、認知症ケアの質の向上を図る。  

①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）  

○グループホームを退居する利用者が地域での生活に円滑に移行できるように相談援助する場合や、利用者の  

重度化に伴う看取り対応に対する評価。   

②認知症短期集中リハビリテーションの拡充（介護老人保健施設、介護療養型医療施設、通所リハ）  

b利用対象者をこれまでの軽度者に加え中等度■重度者に拡大するとともに、対象事棄所を介護老人保健施設の   

ほか、介護療養型医療施設及び通所リハビリテーション事業所に拡大。   

・’言認知症の行・心理症状（BPSD）へのメ、応（短某入所．、サービス、グループホーム）   

○ 家族関係等が原因で認知症の行動・心理症状（BPSD）が出現したため、在宅生活が困難になった者をショート   

ステイにより緊急に受け入れた場合を評価。   

④若年性言忍知症対策（施設系、短期入所系、通所系、グループホーム）   

0 65歳未満の若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスの提供を評価。   

⑤専門的な認知症ケアの普及（施設系サービス、グループホーム）   

○ 認知症介護について一定の経験を有し、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了   

した者が介護サービスを提供する場合を評価。   

⑥認知症の確定診断の促進（介護老人保健施設）  

○認知症の疑いのある者を認知症疾患医療センター等に紹介することについて評価。  43   



平成21年度予算における認知症対策関連予算の概要  

平成21年度予算額   3，895，178千円（対前年1，826，065千円増）  

1，308，289千円  
t■■■■t■＝＝t■●■■■■■■■■■■■＝■■■■■雷＝■■＝＝＝■■■■tt■t■■■＝＝■◆  

900，000千円  

．   実施主体：市町村（150か所）1か所あたり事業費：6，000千円 補助率：定簸 き  
ヽ…．．………．………………………．…‥．…………‥‖．……………‖．，‥．．＝●＝＝＝＝＝＝■＝＝●＝＝■■＝■．＝■＝■■■●  

●■…＝■■■■▲＝■■■■▲■■■■■■■111■●…■■＝＝●■＝＝＝＝■■■t■■■■■■■■▲■■■■■■■■■■●■■■●■■…＝＝■＝＝＝lト■■■▲●■■■●■■●＝◆  

認知症地域支援体制構築等推進事業  408，289千円；  

実施主体：都道府県 補助率：10／10  
ヽ……．＝．……．．．＝．．．．．，．．．．‖．．．‖…………．………………‥‖．．．．．．¶……．‖………．……‥‖……．．……‖．．．．．‖．●■・  

【老健居所管】   

・地域包括支援センターに認知症連携担当者を配置し、医  
療との連携や認知症に関する専門的見地からの援助を行   
う。  

・認知症の医療や介護の専門家に対する研修  

・認知症高齢者に関わる地域の関係者の紹介と交流を目的と   

した地域ケアネットワーク研修   

・認知症介護の専門家等が対応するコールセンターを設置し、  
認知症の本人や家族に対する電話相談を実施   

・若年性認知症専用コールセンターの開設（全国1か所）  
・若年性認知症自立支援ネットワークの構築 等  

㊨ 認知症対策普及・相談・支援事業  698，112千円  
実施主体：都道府県、指定都市1か所あたり平均事業費：21，816干円 補助率：1／2  

㊨ 若年性認知症対策総合推進事業  154，446千円  
実施主体：都道府県1か所あたり平均事業費：3，794千円 補助率：1／2  

＞ 認知症介護研究・研修センター運営事業  446，520千円  

＞ 認知症ケア高度化推進事業  76，945千円  

【障害保健福祉部所管】  
地域包括支援センターとの連携機能強化のための担当者の  

配置 等  

， 825千円  症疾患  
1か所あたり平均事業費：6，891干円 補助率：1／2  道府県こ指定都市（150か所  実施主寸   

【大臣官房所管】  44  

・認知症の実態把握、アルツハイマー病の予防、治療に関す  
る研究 等   

0千田  知症対策総合研究経  
研究内容を指定する研究、  



認知症への医療体制（イメージ）   



①求められる医療機能  課題と検討の方向  
現状と課題  

●高齢化の進行に従い、今後認知症患者が  
増加することが予測されている。  

○ 鑑別診断、BPSDや急性期の身体合併症  

への対応を含め、認知症患者に対する専門医  
療を提供出来る体制の確保・普及を図ることが  

必要である。  

●認知症に対する専門医療については、次の  
ような機能が求められる。  

①かかりつけ医からの紹介等を受け、早期  
に鑑別診断・確定診断を行うとともに、地域  

の諸機関と連携して適切な医療や介護サー  

ビスに結びつける  

②BPSDに対する適切な医療を提供する  
③特に急性期の重篤な身体合併症に対す  

る適切な対応を行う  

○このため、認知症疾患医療センターの機能  
の拡充を図るとともに、整備を推進するべきで  
はないか。  

○認知症に関する専門医療・地域医療を支え  

る医師等の資質の向上を図るとともに、認知症  
疾患医療センター等における専門医療と、診療  
所等を含めた地域医療との連携の強化を図る  

べきではないか。  

●認知症に対する専門医療とともに、相談・  
支援の充実や、介護との連携を図るため認  
知症疾患医療センターの整備が進められて  

いるが、現状では、認知症に専門的に対応で  
きる医療機関や医師が不足している。  

●認知症患者は、急性期・慢性期の身体合併  

症を有する頻度が高いが、医療機関等にお  
いて対応するための機能が十分でない。  46   



課題と検討の方向 ②入院・入所の場  

現状と課題  

○認知症の有病率や、BPSDの発生頻度等に関する調査を  

早急に進め、認知症の専門医療機関の機能を更に明確化・重  

点化する観点を含め、精神病床（認知症病棟等）や介護保険  
施設等の入院■入所機能の必要量等を検討すべきではないか。   

○ 認知症患者の入院適応を明確化したうえ、BPSDや、急性  

期の身体合併症を伴う患者に対応できるよう、認知症疾患医  

療センター等の専門医療機関を確保し、  

● 現在、認知症患者の有病率やBPSDの  

発生頻度等について調査が進められてい  

る。   

● 認知症病棟をはじめとする精神病床に  

おいて、認知症に対する専門的な医療機  
能（前頁参照）を発揮するには、人員配置、  
身体合併症に対応する機能等が十分でな  

いとの指摘がある。   

● 認知症患者の入院は、BPSD等の症状  

の消退後等の、専門的な医療を必要とし  
ない状態でも継続しているなど、長期化し  

ている。その結果、真に専門医療の必要な  
者の専門医療へのアクセスが阻害されて  

いる。   

● 慢性期の身体合併症の患者について  

は、病状に応じて、療養病床や介護老人  
保健施設（介護療養型を含む）等において  

対応するものと考えられるが、そのための  
機能や、実際に受け入れられる施設が十  
分でないとの指摘がある。  
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②身体合併症に対応する機能の確保  

等を行うことが必要ではないか。  

○ 専門医療機関を真に専門医療を必要とする者のために確  

保するためには、急性期治療を終えた者が速やかに退院でき  

るよう、在宅サービス・介護施設の計画的な整備とともに、専門  

医療機関と、地域包括支援センター、介護保険施設・事業所、  
地域の医療機関等との連携を進めるべきではないか。  

○慢性期の身体合併症については、療養病床や介護老人保  
健施設（介護療養型を含む）等において対応が図られているが、  

認知症患者の身体合併症の頻度が高いことや、患者の状態が  
変動することを踏まえ、認知症患者に対応する精神科病院に  

おいても、身体合併症への一層の対応を行うことが必要ではな  

いか。   

○認知症と身体合併症を有する者の終末期の入院・入所の場  
について、どう考えるか。   

虞亡ナ・‘一」ヨiこ、汲ご扇「  




